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特定施設入居者生活介護 

介護予防特定施設入居者生活介護 

 

社会福祉法人見附福祉会 

養護老人ホーム 

 

  

 

特別養護老人ホーム 

ショートステイ 

デイサービス 

居宅介護支援事業所 

見附市地域包括支援セ

ンター中央（委託） 

大平園 
見附市学校町２－１３－３１ 

TEL 0258-63-3500 

 

坂井園 
見附市坂井町８１－１ 

TEL 0258-6１-2065 
デイサービス 

認知症対応型デイサー

ビス 

居宅介護支援事業所 

見附市地域包括支援セ

ンター今町（委託） 

 

フローラ 
見附市新幸町７－９ 

TEL 0258-89-5880 

特別養護老人ホーム 

ショートステイ 

デイサービス 

居宅介護支援事業所 

ケアガーデン新幸 
見附市新幸町７－１８ 

TEL 0258-86-6775 

 

特別養護老人ホーム 

グループホーム 

小規模多機能型居宅

介護 

見附福祉会 関連施設 

施設概要 

●設立主体 ： 社会福祉法人 見附福祉会 

●入所定員 ： ６０名 

●施設規模 ： 敷地＝１２６７１．９９㎡、建物＝述床面積２１８１．８０㎡ 

         構造＝鉄筋コンクリート造り２階建  

●居 室  ： ２人部屋（一部個室） 

平面図 

２F 

鳴鹿橋 

嶺崎橋 

本明町バス停 

総合体育館 

中央公民館 

コンビニ 

第四銀行 

コンビニ 

大平園 

見附市立病院 

見
附
市
役
所 

ネーブルみつけ 

龍宮荘 

至栃尾 

至８号線 

JR 見附駅 

社会福祉法人見附福祉会 養護老人ホーム龍宮荘 

〒９５４－００３２  見附市本明町１６９４番地 

ＴＥＬ０２５８－６２－１０８７ 

ＦＡＸ０２５８－６２－１８４１ 

２F １F



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆入所できる方は？  おおむね６５歳以上で、日常生活に支援が必要な方で、 

①環境上の理由で居宅で養護を受けることが困難な方。 

 世話をしてくれる人がいない。家族との同居が続けられない。住むところがない。 

住むところがあっても環境が悪い等 

②経済的理由で居宅で養護を受けることが困難な方。  

 生活保護受給者。市民税の所得割を課されていない等 

☆龍宮荘ってご存知ですか？ 

養護老人ホーム龍宮荘は見附市本明町にあります。開設は昭和３２年と古く、当時は養老 

院といわれていました。  

漆山町にありましたが、昭和４０年に本明町へ移転し、平成元年に現在の建物になりました。

介護保険施設ではないので、入所を希望されている方の住所地の市町村の措置により行われ

ます。 

☆介護が必要となったら？ 

 龍宮荘は、「特定施設入居者生活介護」を合わせて運営しています。介護認定を受け、介

護サービスを受けることが可能です。 

 可能な限り龍宮荘で過ごせるよう、ご本人様、身元引受人様と話し合いを行いながら継

続支援を図ります。また、嘱託医や関係医療機関等と連携を図り、チームケアに取り組ん

でいます。 

 ※龍宮荘では終末期ケアも実施しております。 

 

 

☆施設生活について  

 施設内、施設外ともに自分でできることは自分で行っていただきますが、必要に応

じ生活支援を行います 

○居室は２人部屋です。 

 他者に迷惑をかけない等、共同生活のルールを守って生活できる方 

○通院について 

 嘱託医は、星野医院（内科）です。 

 専門医への受診が必要な場合は、ご本人がお一人で行ける場合は、お一人で通院と

なります。付き添いが必要となった場合は、原則親族等の付き添いをお願いしていま

す。 

○お一人での外出が可能な方は、公共交通機関、タクシーを利用し、お買い物や通院

等に外出されています。 

○広大な畑がありますので、農作業を行っている方もいらっしゃいます。 

○施設内の軽作業を、仕事として取り組んでいる方もいらっしゃいます。 

 ・手すりふき  ・廊下の清掃  ・たたみ物   等々 

○嗜好品（飲酒、喫煙）は決められたルールに従って可能です。 

○その他趣味活動など、施設でも可能な範囲で継続していただけます。 

○書道、生け花、茶道の各講座は、外部講師においでいただいています。 

 

他には・・・身元引受人様との懇談会や、地域の老人クラブの皆様との交流会をはじ

め、皆様に楽しんでいただけるよう季節ごとに行事を計画し実施しております。 

☆入所申請、ご相談は・・・ 

各市町村の社会福祉事務所へご相談ください。 

その際は、ご本人の状態をご存知の方、親族の方等、窓口においでください。また、ご本人

の所得額がわかる書類（年金通知書など）をご持参ください。 

☆費用について 

入所後、毎月「老人ホーム負担金」として各市町村へ支払います。ご本人及び扶養義務者の

負担能力（所得額）に応じ負担金の額は異なります 

  


